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特 集

　

当
時
私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
某
半
導

体
メ
ー
カ
ー
Ａ
社
の
労
使
紛
争
を
担
当
し

て
い
ま
し
た
。
本
件
は
、
団
体
協
約
交
渉

期
間
中
に
労
組
側
が
デ
モ
を
決
行
、
会
社

側
は
対
抗
策
と
し
て
組
合
員
を
ロ
ッ
ク
ア

ウ
ト
し
、
労
組
執
行
部
全
員
を
解
雇
し
た

と
い
う
も
の
で
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
法

に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
労
使
双
方
の
主

張
は
ど
ち
ら
も
合
法
と
も
違
法
と
も
言
え

な
い
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
労

使
紛
争
は
泥
沼
化
。
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー

ル
は
労
組
執
行
部
の
即
時
復
職
と
誠
意
あ

る
団
体
交
渉
の
再
開
を
求
め
、
加
盟
組
合
・

支
援
組
織
・
支
援
者
か
ら
の
Ａ
社
へ
の
抗

議
文
（
結
果
的
に
は
１
万
5
千
通
以
上
）

送
付
、
Ａ
社
主
要
取
引
先
へ
の
働
き
か
け
、

人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
と
の
共
闘
な
ど
様
々
な

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
、
当
該
労
組
お

よ
び
組
合
員
が
納
得
す
る
解
決
に
至
る
ま

で
５
カ
月
以
上
と
い
う
長
期
に
及
ん
だ
難

し
い
ケ
ー
ス
で
し
た
。

　

私
が
冒
頭
の
Ｓ
Ｒ
Ｉ
格
付
け
会
社
と
数

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
に
お
け
る

グ
ロ
ー
バ
ル
枠
組
み
協
定（
Ｇ
Ｆ
Ａ
）の
好
事
例松

﨑　

寛

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
本
部
造
船
・
船
舶
解
撤
／
Ｉ
Ｃ
Ｔ
電
機
・
電
子
部
門
担
当
部
長

　
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル

加
盟
組
合
が
Ａ
社
か
ら
労
働
基
本
権
の
侵

害
を
受
け
、
労
使
紛
争
に
発
展
し
た
と
聞

い
て
い
る
。
Ａ
社
の
格
付
け
を
見
直
す
か

判
断
し
た
い
の
で
、
経
緯
を
聞
か
せ
て
ほ

し
い
。」
こ
れ
は
北
欧
の
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的

責
任
投
資
）
格
付
け
会
社
か
ら
筆
者
で
あ

る
私
が
実
際
に
受
け
た
質
問
で
す
。

回
の
情
報
交
換
を
重
ね
た
の
ち
、
し
ば
ら

く
し
て
同
社
が
出
し
た
結
論
は
、「
Ａ
社
に

よ
る
労
働
組
合
執
行
部
の
解
雇
は
、フ
ィ
リ

ピ
ン
国
内
法
に
関
わ
ら
ず
、（
国
際
的
に
ビ

ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る
）
多
国
籍
企
業
の
社

会
的
責
任
を
軽
視
す
る
行
為
で
あ
る
と
判

断
し
た
。
従
っ
て
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
格
下
げ
リ
ス
ト

入
り
を
検
討
し
た
い
」
と
い
う
も
の
で
し

た
。
こ
の
ケ
ー
ス
が
長
期
化
・
泥
沼
化
し

た
結
果
、
労
使
双
方
は
疲
弊
し
、
会
社
側

は
莫
大
な
経
営
損
失
と
社
会
的
責
任
の
信

用
低
下
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
枠
組
み
協
定（
Ｇ
Ｆ
Ａ
）

の
重
要
性

　

こ
う
し
た
事
例
の
よ
う
に
、
国
に
よ
っ

て
、
労
働
関
係
法
令
が
整
備
さ
れ
て
い
な

い
場
合
も
あ
る
ほ
か
、
た
と
え
整
備
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
法
令
の
解
釈
が
曖
昧
な

場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
法
律
を
守
る
」

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
度
合
い
の
違
い

も
あ
り
ま
す
。

　

労
使
紛
争
が
発
生
し
た
際
、
そ
う
し
た

状
況
を
利
用
し
て
、
経
営
側
が
「
現
地
の

国
内
法
に
違
反
し
な
い
か
ら
」、「
裁
判
に

勝
て
ば
よ
い
」
と
い
う
態
度
で
労
働
問
題
、

労
使
紛
争
に
対
応
す
れ
ば
、
組
合
・
従
業

員
側
と
の
溝
が
深
ま
り
、
国
際
社
会
か
ら

は
糾
弾
さ
れ
る
結
果
と
な
る
ケ
ー
ス
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
海
外
で
事
業
展
開
し
、

従
業
員
を
雇
用
す
る
以
上
、
多
国
籍
企
業

は
国
内
法
に
先
ん
じ
て
「
中
核
的
労
働
基

準
」
を
遵
守
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す

る
国
際
産
業
別
労
働
組
合
組
織
（
Ｇ
Ｕ
Ｆ
：

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ユ
ニ
オ
ン
・
フ
ェ
デ
レ
ー
シ

ョ
ン
）
で
は
、
会
社
側
が
労
働
基
準
を
は
じ

め
と
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
行
動
指
針
を
一
方
的
に

運
用
・
監
視
す
る
の
で
は
な
く
、
労
使
に

よ
っ
て
「
中
核
的
労
働
基
準
」
を
全
世
界

の
事
業
所
に
お
い
て
浸
透
さ
せ
、
監
視
し
、

遵
守
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
枠
組
み
協
定
（
Ｇ

Ｆ
Ａ
）
を
多
国
籍
企
業
と
締
結
す
る
取
り

組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

インダストリオールGFA



21   JCM   2017 Autumn

特 集 ◆ グローバル時代の社会的責任を考えるグローバル時代の社会的責任を考える ～今、労働組合が取り組む理由～

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
Ｇ
Ｆ
Ａ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
と

締
結
・
実
施
に
お
け
る
好
事
例

　

現
在
、国
際
産
業
別
労
働
組
合
組
織（
Ｇ

Ｕ
Ｆ
）が
多
国
籍
企
業
と
締
結
し
て
い
る
Ｇ

Ｆ
Ａ
は
約
1
0
0
社
。
う
ち
イ
ン
ダ
ス
ト

リ
オ
ー
ル
は
45
社
（
2
0
1
7
年
９
月
時

点
）
と
締
結
数
が
最
も
多
く
、
締
結
企
業

も
製
造
業
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
ま
で
幅

広
く
分
布
し
、
全
世
界
で
多
く
の
サ
プ
ラ

イ
ヤ
ー
も
抱
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、こ
の
う
ち
2
0
1
2
年
以
前

に
締
結
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
結
成
組
織
で
あ
っ
た
国

際
金
属
労
連
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）、
国
際
化
学
エ
ネ

ル
ギ
ー
鉱
山
一
般
労
連
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｍ
）、
国

際
繊
維
被
服
皮
革
労
働
組
合
同
盟
（
Ｉ
Ｔ

Ｇ
Ｌ
Ｗ
Ｆ
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
で
締
結

し
て
い
た
た
め
、
特
定
の
国
や
地
域
に
よ

っ
て
は
締
結
内
容
と
実
際
の
運
用
・
監
視

に
齟
齬
が
生
じ
て
い
た
り
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ

ー
・
下
請
け
業
者
に
対
し
て
の
同
様
の
基

準
を
適
用
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
脆
弱

な
協
約
が
散
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
結
成
直
後
か

ら
Ｇ
Ｆ
Ａ
運
用
改
善
の
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　グローバル枠組み協定は、ＩＬＯの条約および法理に示された権利、1998
年の労働における基本的原則及び権利に関するＩＬＯ宣言に含まれている権
利に明確に言及し、これらを承認しなければならない。

それらの条約には以下を含む：
● 結社の自由と団体交渉 （ILO第 87 号および 98号条約）
● 差別 （ILO第 100号および 11１号条約）
● 強制労働 （ILO第 29 号および 105号条約）
● 児童労働 （ILO第 138号および 182号条約）

国内法が当該のＩＬＯ条約より劣る場合、ＩＬＯ中核的労働基準およびＩＬ
Ｏの関連法理が優先される。

インダストリオールが、世界人権宣言、OECD 多国籍企業行動指針（改訂版）、
ILO 多国籍 企業及び社会政策に関する原則の三者宣言、企業と人権に関す
る国連基本原則および国連グロ ーバルコンパクトなどの基本的な国際労働・
人権基準の正式な承認を求めることは重要である。

ＧＦＡは以下の条件を満たす必要がある：
● 例外なく全世界の企業運営を網羅する
● サプライヤー・下請け業者がその労働者に対して同様の基準を採用すると
いう企業の強い絶対的なコミットメントを含む

● 労働組合を好意的に扱い、あらゆる反組合的活動を慎み、労働組合に加入
する、留まる、移る、関係を停止するという従業員の選択に関して、完全
に中立であるという企業からのコミットメント

● 組合代表者は職場に適切にアクセスできなければならない
● 実施・施行・苦情取扱い手続きの効果的なメカニズムを含む

当該多国籍企業は、現地の言語に翻訳された協定が労働者、マネージャー、
サプライヤー、下請け業者まで行きわたり、これらのグループ全てに対し、
協定の内容とその実施に関するトレーニングが行われるよう努めなければな
らない。

グローバル枠組み協定は、グローバルな企業ー組合の協同機構の設置を含む、
実施に関する合意したメカニズムを含まなければならない。

インダストリオール
グローバル枠組み協定（ＧＦＡ）ガイドライン（抜粋）

インダストリオール・ウェブサイトでも日本語版が閲覧可能。
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/industriall_gfa_
guidelines_final_version_exco_12-2014_japanese.pdf　　
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先
の
下
請
業
者
に
は
Ｇ
Ｆ
Ａ
基
準
を
通
知

し
、
周
知
の
た
め
の
段
階
的
な
実
施
プ
ロ

セ
ス
に
つ
い
て
も
明
記
し
て
い
ま
す
。（
写

真
１
）

事
例 

2

反
労
組
的
活
動
を
行
わ
な
ず
、

中
立
的
立
場
を
明
確
と
す
る

経
営
と
し
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

（
エ
ン
ジ
ー
（
旧G

D
F S
uez

）、

LafargeH
olcim

（
旧Lafarge

）、

エ
レ
ク
ト
ロ
ラ
ッ
ク
ス
）

　

世
界
で
は
い
ま
だ
多
く
の
国
や
地
域
で

　

そ
の
後
、
Ｇ
Ｆ
Ａ
作
業
部
会
の
設
置
・

議
論
を
経
て
、
2
0
1
3
年
に
今
後
Ｇ
Ｆ

Ａ
を
締
結
・
改
定
す
る
際
に
各
社
共
通
の

基
準
と
な
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
Ｇ
Ｆ

Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
ま
し
た
（
資

料
１
）。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
な
重
要
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
、
（1）
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
・
下

請
け
業
者
に
対
し
て
Ｇ
Ｆ
Ａ
と
同
基
準
の

順
守
を
求
め
る
、
（2）
反
労
組
的
活
動
を
行

わ
な
ず
、
中
立
的
立
場
を
明
確
と
す
る
経

営
と
し
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
（3）
Ｇ
Ｆ

Ａ
実
施
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
設
置
の
３
つ
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
重
要
ポ
イ
ン
ト

に
お
い
て
明
確
な
立
場
を
表
明
し
、
実
行

し
て
い
る
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
好
事
例
を
次
に
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。

事
例 

１

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
・
下
請
け
業
者
に

対
し
て
Ｇ
Ｆ
Ａ
と
同
基
準
の

遵
守
を
求
め
る

（
Ｈ
＆
Ｍ
、
イ
ン
デ
ィ
テ
ッ
ク
ス
、
Ｐ
Ｓ
Ａ・

プ
ジ
ョ
ー
シ
ト
ロ
エ
ン
）

　

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
結
成
か
ら
ま
だ

１
年
が
経
過
し
て
い
な
か
っ
た
2
0
1
3

年
４
月
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
有
名
ア
パ
レ

ル
ブ
ラ
ン
ド
の
縫
製
請
負
各
社
が
入
居
す

る
ラ
ナ
・
プ
ラ
ザ
が
突
如
崩
壊
し
、
1
0

0
0
名
以
上
の
労
働
者
の
尊
い
命
を
奪
い

ま
し
た
。
世
界
の
主
要
な
ア
パ
レ
ル
多
国

籍
企
業
が
熾
烈
な
価
格
競
争
を
繰
り
広
げ

な
が
ら
繊
維
・
被
服
産
業
が
行
き
着
い
た

先
が
、
労
働
者
の
基
本
的
権
利
や
労
働
安

全
衛
生
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
ア
ジ
ア
の

最
貧
国
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
し
た
。

　

こ
の
悲
劇
を
教
訓
と
し
て
、
イ
ン
ダ
ス

ト
リ
オ
ー
ル
Ｇ
Ｆ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、

ラ
ナ
プ
ラ
ザ
の
悲
劇
を
二
度
と
繰
り
返
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
思
い
も
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
縫
製
を
発
注
し
て

い
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｈ
＆
Ｍ
社
や
Ｚ
Ａ
Ｒ

Ａ
な
ど
の
ブ
ラ
ン
ド
を
展
開
し
て
い
る
ス

ペ
イ
ン
の
イ
ン
デ
ィ
テ
ッ
ク
ス
社
と
の
あ
い

だ
で
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
後
に
交
渉
・

締
結
し
た
Ｇ
Ｆ
Ａ
に
は
、「
効
果
的
な
法
律

制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
場
所
に
お
い

て
も
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
す
べ

て
の
労
働
者
に
（
本
協
定
）
を
適
用
す
る
」

や
「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
職
場
に
お
け
る
人

権
・
労
働
組
合
権
の
尊
重
を
着
実
に
履
行

す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
積
極
的

に
講
ず
る
」
と
い
う
内
容
が
盛
り
込
ま
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
す
そ
野
が
広

い
自
動
車
産
業
に
お
い
て
も
、
2
0
1
7

年
３
月
に
協
約
の
改
定
が
行
わ
れ
た
フ
ラ

ン
ス
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
Ｐ
Ｓ
Ａ
・
プ
ジ
ョ

ー
シ
ト
ロ
エ
ン
社
の
Ｇ
Ｆ
Ａ
に
は
、「
7
0

0
0
を
超
え
る
テ
ィ
ア
１
（
一
次
請
け
）」

は
Ｇ
Ｆ
Ａ
を
準
拠
し
、テ
ィ
ア
２
（
二
次
請

け
）
に
も
そ
の
履
行
を
求
め
、
さ
ら
に
そ
の

国
際
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
中

核
的
労
働
基
準
や
労
働
組
合
基

本
権
が
侵
害
さ
れ
、
企
業
が
反

労
働
組
合
的
な
態
度
を
と
り
続

け
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ

で
は
、「R

ight-to-W
ork

」
と

い
う
制
度
の
採
用
が
州
ご
と
に

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

労
働
者
が
労
働
組
合
に
加
入
し

な
い
権
利
を
認
め
る
も
の
で
、
ユ

ニ
オ
ン
シ
ョ
ッ
プ
制
や
エ
ー
ジ
ェ

ン
シ
ー
制
は
違
法
と
な
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
南
部
州
を
中
心

に
こ
の
制
度
を
採
用
し
て
い
ま
す

が
、
現
実
に
は
経
営
側
は
こ
の

制
度
を
逆
手
に
と
っ
て
プ
ロ
の
労

働
組
合
潰
し
屋
を
高
額
で
雇
い
、

労
働
組
合
に
加
入
し
な
い
よ
う
、
職
場
レ

ベ
ル
で
労
働
者
の
分
裂
、
対
立
を
煽
る
行

為
が
横
行
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
産
業
別
組
合
が

一
般
的
で
す
が
、
外
資
優
遇
政
策
に
よ
り
、

特
定
の
産
業
に
お
い
て
は
企
業
別
組
合
の

み
が
認
め
ら
れ
、
産
業
別
組
合
の
結
成
や
、

産
業
別
組
合
へ
の
加
盟
を
認
め
な
く
て
も

よ
い
法
令
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
国
内
法
令
に
つ
い
て
は
、「
結
社
の
自
由
」

を
侵
害
す
る
と
し
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
か
ら
改
善

の
勧
告
が
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
マ
レ

ー
シ
ア
に
お
い
て
は
是
正
に
む
け
た
法
改

写真１　2017年３月に協約の改定が行われたフランスの自動車メーカーＰＳＡ・プジ
ョーシトロエン社のＧＦＡ締結時の写真。右から３番目はインダストリオールのサンチ
ェス書記長。
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特 集 ◆ グローバル時代の社会的責任を考えるグローバル時代の社会的責任を考える ～今、労働組合が取り組む理由～

エ
ン
ジ
ー
（
旧GD

F Suez

）
や
、
世
界
90

カ
国
以
上
で
セ
メ
ン
ト
、
骨
材
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
等
の
製
造
・
販
売
を
行
う
ス
イ
ス
・

フ
ラ
ン
ス
の
合
併
会
社LafargeH

olcim

（
旧Lafarge

）
は
そ
う
し
た
中
立
的
立
場

を
Ｇ
Ｆ
Ａ
に
明
記
し
て
い
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
家
電
メ
ー
カ
ー
で
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
国
内
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
多
く
の
生

産
・
販
売
拠
点
を
有
す
る
エ
レ
ク
ト
ロ
ラ

ッ
ク
ス
社
は
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
付
帯
条
項
と
し
て
、

「
企
業
内
に
お
い
て
御
用
組
合
の
設
立
支
援

あ
る
い
は
財
政
支
援
を
行
わ
ず
、
い
か
な

る
反
労
組
行
為
を
支
援
せ
ず
、
従
業
員
に

対
し
て
労
組
結
成
・
加
入
を
奨
励
し
な
い

ど
の
行
為
・
行
動
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
」

と
い
う
文
言
を
加
え
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ

ー
ル
（
当
時
は
国
際
金
属
労
連
‐
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）

お
よ
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
加
盟
組
合
と
の
間

で
締
結
し
て
い
ま
す
。

事
例 

3

Ｇ
Ｆ
Ａ
実
施
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
設
置

（
Ｖ
Ｗ
、
シ
ー
メ
ン
ス
）

　

数
十
万
人
の
従
業
員
を
抱
え
る
巨
大
多

国
籍
企
業
の
労
使
に
と
っ
て
一
番
重
要
な

こ
と
は
、
Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結
後
、
締
結
内
容
を
全

世
界
の
事
業
所
や
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
お
い

て
浸
透
さ
せ
・
監
視
し
・
遵
守
し
て
い
く

た
め
に
、
労
使
共
同
に
よ
る
周
知
の
徹
底
、

監
視
体
制
の
確
立
、
問
題
解
決
プ
ロ
セ
ス

の
体
制
作
り
を
は
じ
め
と
す
る
効
果
的
な

正
の
動
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
経
営

者
は
こ
の
法
令
を
都
合
の
い
い
よ
う
に
解

釈
す
る
こ
と
で
、
本
来
そ
の
産
業
に
属
さ

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
組
合
の
組

織
化
を
阻
害
す
る
例
も
あ
り
ま
す
。

　

Ｇ
Ｆ
Ａ
の
締
結
は
、
こ
の
よ
う
な
企
業

に
よ
る
反
労
働
組
合
的
な
行
為
に
対
す
る

未
然
防
止
策
と
し
て
も
有
効
な
手
段
と
な

っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
世
界
中
に
関
連

子
会
社
を
抱
え
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
直
結

す
る
よ
う
な
事
業
を
行
っ
て
い
る
企
業
は

社
会
的
な
影
響
力
も
大
き
い
た
め
、
反
労

組
的
活
動
を
行
わ
な
ず
、
労
働
組
合
の
組

織
化
へ
の
動
き
に
関
し
て
中
立
的
立
場
を

明
確
に
す
る
こ
と
は
、
取
引
先
へ
の
好
印

象
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。電
力・

ガ
ス
の
供
給
で
世
界
2
位
の
フ
ラ
ン
ス
の

実
施
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
設
置
で

き
る
か
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
多
国
籍
企
業
、

全
世
界
で
55
万
人
を
雇
用
す
る
自
動
車
メ

ー
カ
ー
・
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
（
Ｖ
Ｗ
）

社
と
、
36
万
人
を
雇
用
す
る
総
合
電
機
メ

ー
カ
ー
・
シ
ー
メ
ン
ス
社
の
事
例
を
紹
介

し
ま
す
。

　

Ｖ
Ｗ
社
は
Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結
後
、
自
社
が
設

置
し
て
い
た
欧
州
従
業
員
代
表
委
員
会

（European W
orks Council-

Ｅ
Ｗ
Ｃ（
後

述
））を
世
界
従
業
員
代
表
委
員
会（W

orld 
W
orks Council-

Ｗ
Ｗ
Ｃ
）
に
改
編
し
、

こ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
に
限
定
し
て

行
わ
れ
て
き
た
、
労
働
側
代
表
者
と
経
営

側
が
労
働
・
仕
事
・
会
社
経
営
に
つ
い
て

対
話
・
協
議
す
る
場
を
世
界
規
模
に
広
げ

ま
し
た
。
Ｗ
Ｗ
Ｃ
の
正
式
メ
ン
バ
ー
は
世

界
中
の
各
Ｖ
Ｗ
生
産
拠
点
で
民
主
的
に
選

出
さ
れ
た
労
働
組
合
・
従
業
員
代
表
者
約

90
名
。
参
加
国
は
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、

フ
ラ
ン
ス
、
チ
ェ
コ
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
、ハ
ン
ガ
リ
ー
、イ
タ
リ
ア
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
、ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

メ
キ
シ
コ
、南
ア
フ
リ
カ
、イ
ン
ド
と
な
っ

て
お
り
、（
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
加
盟
組

合
の
な
い
）
傍
聴
国
と
し
て
の
中
国
か
ら
も

従
業
員
代
表
者
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
全

体
会
議
は
年
に
１
回
、
そ
の
ほ
か
Ｗ
Ｗ
Ｃ
か

ら
選
出
さ
れ
た
委
員
に
よ
る
運
営
委
員
会

が
年
３
回
開
催
さ
れ
、
Ｇ
Ｆ
Ａ
に
関
連
す

る
世
界
の
現
場
・
職
場
に
お
け
る
様
々
な

情
報
や
労
働
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

2
0
0
2
年
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル

（
当
時
は
国
際
金
属
労
連

－

Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
と
Ｇ

Ｆ
Ａ
を
締
結
し
て
か
ら
10
年
後
の
2
0
1

2
年
、
そ
れ
ま
で
様
々
な
国
際
労
働
問
題

に
関
す
る
議
論
を
成
熟
さ
せ
て
き
た
同
社

Ｅ
Ｗ
Ｃ
・
Ｗ
Ｗ
Ｃ
は
、
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
内
容
を

よ
り
発
展
さ
せ
、
不
安
定
労
働
（
派
遣
、
請

負
な
ど
）
の
雇
用
制
限
を
柱
と
す
る
歴
史

的
な
憲
章
に
労
使
で
合
意
し
ま
し
た
。
そ

の
特
徴
的
な
内
容
は
、
全
世
界
の
全
事
業

所
に
お
い
て
、
①
不
安
定
労
働
（
派
遣
、

請
負
な
ど
）
の
雇
用
を
最
大
５
％
以
下
制

写真2　LafargeHolcim（旧 Lafarge）のＧＦＡ締結の様子。
国際労働機関（ＩＬＯ）のガイ・ライダー事務局長も証人として出席。

写真3　アメリカ・テネシー州における組合代表権認証選挙への連帯活動を
行うインダストリオール加盟組合代表者たち。
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限
す
る
、
②
公
平
・
公
正
な
賃
金
制
度
を

確
立
す
る
、
③
ド
イ
ツ
の
共
同
決
定
方
式

（
企
業
経
営
の
共
同
決
定
権
が
労
働
側
代
表

に
も
付
与
さ
れ
る
制
度
）
を
浸
透
さ
せ
る
、

そ
し
て
④
本
社
労
使
が
積
極
的
に
海
外
労

働
問
題
に
関
与
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
先
述
の
「Right-to-W

ork

」
州

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
・
テ
ネ
シ
ー
州
に
お
け

る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
加
盟
組
合
の
組

合
代
表
権
認
証
選
挙
の
際
に
は
、
現
地
経

営
者
に
「
中
立
的
立
場
」
を
約
束
さ
せ
る

な
ど
、
Ｖ
Ｗ
労
使
は
Ｇ
Ｆ
Ａ
と
そ
の
実
施

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
効
果
的
に
運
用
し
て
い
ま

す
。（
写
真
３
）

　

一
方
、
シ
ー
メ
ン
ス
社
は
Ｖ
Ｗ
社
よ
り
従

業
員
数
は
少
な
い
も
の
の
、
事
業
範
囲
は
電

信
、
電
車
、
電
子
機
器
、
情
報
通
信
、
電
力

関
連
、
交
通
、
医
療
、
防
衛
、
生
産
設
備
、

家
電
の
製
造
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
・
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
、
イ
ン
フ
ラ
事
業
を
幅
広
く
手
掛
け

る
複
合
企
業
で
、
労
働
問
題
も
各
事
業
分

野
ご
と
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
結
成
直
後
の

2
0
1
2
年
７
月
に
シ
ー
メ
ン
ス
Ｇ
Ｆ
Ａ
が

締
結
さ
れ
て
以
来
、
効
果
的
な
実
施
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
労
使
で
協
議
・
模
索
し
て
き
た
結
果
、

Ｖ
Ｗ
社
の
よ
う
に
Ｅ
Ｗ
Ｃ
を
Ｗ
Ｗ
Ｃ
に
改
編

す
る
の
で
な
く
、
シ
ー
メ
ン
ス
の
事
業
・
雇

用
が
集
中
す
る
国
・
地
域
を
６
つ

（
中
国
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
、

北
米
、
南
米
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
に

分
類
し
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル

と
役
割
分
担
し
な
が
ら
国
・
地

域
別
実
施
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
整
備

し
、
そ
の
後
１
つ
に
統
一
す
る
と

い
う
計
画
を
実
行
し
て
い
ま
す
。

（
写
真
４
）

　

Ｇ
Ｆ
Ａ
に
基
づ
い
て
国
・
地
域

ご
と
に
労
働
問
題
・
労
働
組
合

の
調
査
を
行
う
と
い
う
取
り
組

み
は
早
々
に
効
果
を
発
揮
し
ま

し
た
。例
え
ば
イ
ン
ド
に
お
い
て
、

Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結
半
年
前
、
現
地
経

営
者
が
あ
る
事
業
部
門
を
本
体

事
業
所
か
ら
切
り
離
し
、
数
キ

ロ
離
れ
た
場
所
に
新
事
業
所
を
設
置
。
転

籍
さ
せ
た
全
一
般
工
員
が
「
経
営
幹
部
職
」

と
し
て
本
人
の
同
意
な
く
昇
格
さ
せ
ら
れ
、

団
体
労
働
協
約
の
適
用
除
外
と
な
っ
た
ケ

ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。（
イ
ン
ド
で
は
こ
う

し
た
名
ば
か
り
幹
部
職
に
昇
格
す
る
と
団

体
労
働
協
約
で
規
定
さ
れ
る
残
業
手
当
適

用
除
外
に
な
る
ほ
か
、
労
働
組
合
員
資
格

が
失
効
す
る
。）

　

Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結
直
後
、
同
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
側
担
当
者
で
あ
っ
た
私

は
、
ド
イ
ツ
加
盟
組
織
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
の
担

当
者
と
現
地
調
査
を
実
施
し
、
こ
の
事
実

を
突
き
止
め
、
即
座
に
シ
ー
メ
ン
ス
Ｅ
Ｗ

Ｃ
を
通
じ
て
本
社
経
営
に
是
正
を
求
め
る

通
告
し
ま
し
た
。
そ
の
後
わ
ず
か
数
カ
月

で
、
当
該
工
員
は
全
員
労
働
組
合
員
資
格

を
回
復
し
、
再
び
団
体
協
約
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
通
常
、
こ
う

し
た
ケ
ー
ス
は
イ
ン
ド
の
労
働
裁
判
で
は

解
決
に
５
年
以
上
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
プ
ロ
セ
ス
を
用
い
た
こ
と

に
よ
り
、
イ
ン
ド
で
は
異
例
の
早
さ
で
あ

る
半
年
以
内
で
問
題
解
決
に
至
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
側
担
当

者
で
あ
っ
た
私
が
Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結
の
効
力
を

間
近
に
感
じ
た
事
例
と
な
り
ま
し
た
。（
写

真
５
）

Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結
数
の
90
％
以
上
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
国
籍
企
業
が

占
め
る

　

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
が
締
結
し
て

い
る
Ｇ
Ｆ
Ａ
は
、A

ker, BM
W
, Bosch, 

D
aim
ler, EA

D
S, ED

F, Electrolux, 
E
ndesa, E

nel, E
ni, E

vonik, F
ord, 

Gam
esa,  GD

F Suez, GEA
, H
&
M
, 

Indesit, Inditex, Lafarge, Leoni, 
Lukoil, M

A
N
, M
ann + H

um
m
el, 

M
izuno, N

orsk H
ydro, N

orske Skog, 
Petrobras, Prym

, PSA
 Peugeot 

C
itroën, R

enault, R
heinm

etall, 
R
öchling, Saab, SC

A
, Siem

ens, 
Solvay, SK

F, Statoil, T
chibo, T

otal, 
T
hyssenK

rupp, U
m
icore, V

allourec, 

上：写真4  シーメンスＧＦＡ締結における労使双方の署名代表者。（2012年７月）
下：写真5  GFAのプロセスを通じて、名ばかり幹部職から組合員に復帰した
      インドの仲間たち。一番右は筆者。
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て
対
話
・
協
議
す
る
場
と
し
て
活
用
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
1
0

0
0
社
以
上
の
多
国
籍
企
業
が
Ｅ
Ｗ
Ｃ
を

設
置
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー

ル
が
締
結
し
て
い
る
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
う
ち
、
ほ

ぼ
す
べ
て
の
企
業
で
締
結
以
前
か
ら
Ｅ
Ｗ

Ｃ
を
設
置
し
て
い
ま
し
た
。
言
い
換
え
る

と
、
労
使
で
労
働
・
仕
事
・
会
社
経
営
に

つ
い
て
対
話
・
協
議
す
る
場
と
し
て
活
用

さ
れ
て
き
た
Ｅ
Ｗ
Ｃ
が
、
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
交
渉

の
場
と
も
な
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
Ｅ
Ｗ
Ｃ
の
運
用
に
か
か

わ
る
費
用
は
全
額
会
社
側
負
担
が
一
般
的

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

先
述
の
Ｖ
Ｗ
社
の
事
例
に
あ
る
よ
う
に
、

Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結
後
に
Ｅ
Ｗ
Ｃ
を
Ｗ
Ｗ
Ｃ
に
改

編
で
き
た
の
は
、
そ
う
し
た
背
景
か
ら
あ

る
か
ら
こ
そ
、
経
営
側
の
理
解
を
得
ら
れ

た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
う
ち
、
フ
ラ

ン
ス
の
Ｐ
Ｓ
Ａ
・
プ
ジ
ョ
ー
シ
ト
ロ
エ
ン

社
、
世
界
的
に
有
名
な
ベ
ア
リ
ン
グ
メ
ー

カ
ー
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｓ
Ｋ
Ｆ
社
な

ど
も
、
同
様
に
Ｅ
Ｗ
Ｃ
を
Ｗ
Ｗ
Ｃ
に
改
編
・

発
展
さ
せ
て
い
ま
す
。

日
本
の
多
国
籍
企
業
に
お
け
る

Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結
へ
の
期
待

　

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
の
Ｇ
Ｆ
Ａ
締
結

45
社
の
う
ち
、
日
本
企
業
は
わ
ず
か
１

社
、
ス
ポ
ー
ツ
関
連
ア
パ
レ
ル
メ
ー
カ
ー

の
M
I
Z
U
N
O
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｗ
Ｃ
の
土
台
が
な

い
日
本
企
業
に
と
っ
て
、
仕
組
み
的
に
も

費
用
面
で
も
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
交
渉
と
実
施
は
難

し
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
疑
問
も

過
去
に
聞
か
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
労
働
問
題
は
2
0
1
5
年
9

月
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択
さ
れ
た
「
持

続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
2
0
3
0
ア
ジ

ェ
ン
ダ
」（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
に
お
け
る
す
べ
て

の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
の
根
幹
を
な
す

も
の
で
あ
り
、
日
本
の
多
国
籍
企
業
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
多
国
籍
企
業
と
同
様
に
グ
ロ

ー
バ
ル
社
会
の
一
員
と
し
て
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
責
務
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
元
年
と
さ
れ
る

2
0
0
3
年
か
ら
今
年
で
15
年
目
。
い
ま

だ
日
系
多
国
籍
企
業
の
海
外
事
業
所
の
職

場
に
お
い
て
は
、
と
く
に
中
核
的
労
働
基

準
に
関
連
す
る
労
働
関
係
法
令
が
整
備
さ

れ
て
い
な
い
発
展
途
上
国
で
労
使
紛
争
が

頻
発
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
事
実
を
鑑

み
る
と
、
日
本
は
先
進
国
と
し
て
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
の
主
役
で
あ
り
な
が
ら
、
労
働

Ｃ
Ｓ
Ｒ
後
進
国
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
労
働
問
題
を
軽
視
す
る
新
興

国
企
業
が
台
頭
し
て
お
り
、
国
際
的
に
労

働
界
、
経
済
界
か
ら
日
本
が
リ
ー
ダ
ー
シ

V
olksw

agen, ZF

の
45
社
。
う
ち
、
90
％

以
上
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
国
籍
企
業
が
占

め
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
欧
州
連
合（
Ｅ
Ｕ
）

の
成
り
立
ち
と
、
欧
州
従
業
員
代
表
委
員

会
（
Ｅ
Ｗ
Ｃ
）
が
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｅ
Ｕ
は
、
独
特
な
経
済
的
お
よ
び
政
治

的
協
力
関
係
を
持
つ
民
主
主
義
国
家
の
集

ま
り
で
す
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
み
な
主
権
国

家
で
す
が
、
そ
の
主
権
の
一
部
を
他
の
機

構
に
譲
る
と
い
う
仕
組
み
を
形
成
し
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
国
連
の
専
門
機
関
と
し

て
労
働
問
題
を
取
り
扱
う
国
際
労
働
機
関

（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
へ
の
加
盟
は
国
家
単
位
、
条
約

の
批
准
は
Ｅ
Ｕ
単
位
で
行
わ
れ
ま
す
。

　

1
9
9
3
年
の
Ｅ
Ｕ
発
足
以
来
、
人
権

の
尊
重
と
い
う
共
通
の
価
値
観
を
掲
げ
、

域
内
社
会
統
合
を
促
進
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
一
環
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
運
動

も
Ｅ
Ｕ
と
と
も
に
発
展
し
、
域
内
共
通
の

労
働
法
・
規
制
の
整
備
が
行
わ
れ
、
Ｅ
Ｕ

指
令
と
し
て
、
域
内
の
多
国
籍
企
業
に
お

け
る
欧
州
従
業
員
代
表
委
員
会
（
Ｅ
Ｗ
Ｃ
）

を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　

Ｅ
Ｗ
Ｃ
の
仕
組
み
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
内

で
少
な
く
と
も
1
0
0
0
人
以
上
の
従
業

員
を
雇
用
し
、
か
つ
、
最
低
2
つ
以
上
の

加
盟
国
で
そ
れ
ぞ
れ
1
5
0
人
以
上
雇

用
す
る
共
同
体
規
模
企
業
に
お
い
て
設
置

が
義
務
付
け
ら
れ
、
従
業
員
代
表
者
と
経

営
側
が
労
働
・
仕
事
・
会
社
経
営
に
つ
い

ッ
プ
を
取
っ
て
社
会
的
責
任
の
遂
行
に
む

け
て
お
手
本
と
な
る
取
り
組
み
を
推
進
し

て
ほ
し
い
と
い
う
声
も
多
く
聞
か
れ
ま
す
。

今
ま
さ
に
、
日
本
企
業
は
労
使
で
労
働
Ｃ

Ｓ
Ｒ
や
Ｇ
Ｆ
Ａ
を
真
剣
に
考
え
る
時
期
に

さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
の
産
業
部
門
担

当
者
と
し
て
何
社
も
の
Ｇ
Ｆ
Ａ
案
件
に
携

わ
っ
て
き
た
私
の
経
験
か
ら
、
今
後
、
日

本
企
業
の
Ｇ
Ｆ
Ａ
交
渉
の
可
能
性
を
探
る

際
に
は
、
い
く
つ
か
の
ハ
ー
ド
ル
に
直
面
す

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
系
多
国
籍

企
業
に
お
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
事
業
展

開
し
て
る
企
業
は
、
少
な
か
ら
ず
Ｅ
Ｗ
Ｃ

が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
仕
組
み
を
活

用
・
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

ま
た
、
費
用
面
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
系
の
某
半
導
体
メ
ー
カ
ー
Ａ
社

が
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
起
こ
し
た
よ
う
な
労
使

紛
争
の
リ
ス
ク
や
、
今
後
増
加
し
て
い
く

Ｓ
Ｒ
Ｉ（
社
会
的
責
任
投
資
）を
考
え
れ
ば
、

Ｇ
Ｆ
Ａ
や
実
施
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
設
置
に
む

け
た
費
用
負
担
の
価
値
は
十
分
に
あ
り
ま

す
。
日
本
の
多
国
籍
企
業
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
で
事
業
展
開
す
る
う
え
で
、
ス
テ

ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
み
な
ら
ず
、
国
内
外
す

べ
て
の
地
域
社
会
か
ら
は
、
そ
う
し
た
国

際
的
な
労
働
問
題
に
関
す
る
「
責
任
あ
る

企
業
行
動
」
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。


